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Ⅰ．規程及び体制等の整備状況 

 

１．機関内規程 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合する機関内規程が定められている。 

   □ 機関内規程は定められているが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 機関内規程が定められていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

「旭川医科大学における動物実験等の実施に関する規程」（平成 19年旭医大達第 15号） 

  「旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則」（平成 19年 12月 20日 学長裁定） 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

「動物の愛護及び管理に関する法律」（昭和 48年法律第 105号） 

「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」（平成 18年環境省告示第 88号） 

「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」（平成 18年文部科学省告示第 71号） 

「動物実験の適正実施に向けたガイドライン」（平成１８年６月１日日本学術会議） 

に基づき、機関内規程が適正に定められている。 

 

４）改善の方針 

     現在のところ、特になし。 

 

２．動物実験委員会 

１）評価結果 

■ 基本指針に適合する動物実験委員会が置かれている。 

   □ 動物実験委員会は置かれているが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 動物実験委員会は置かれていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

  「旭川医科大学における動物実験等の実施に関する規程」（平成 19年旭医大達第 15号） 

  「旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則」（平成 19年 12月 20日 学長裁定） 

  「旭川医科大学動物実験委員会規程」（平成 16年旭医大達第 110号） 

  「旭川医科大学動物実験委員会名簿」（平成 26年度） 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

     動物実験委員会が規定に則り設置されており、適正に運営されている。 

４）改善の方針 

   現在のところ、特になし。 
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３．動物実験の実施体制 

（動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告の実施体制が定められているか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合し、動物実験の実施体制が定められている。 

   □ 動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 動物実験の実施体制が定められていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

  「旭川医科大学における動物実験等の実施に関する規程」（平成 19年旭医大達第 15号） 

  「旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則」（平成 19年 12月 20日 学長裁定） 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

上記の「旭川医科大学における動物実験等の実施に関する規程」及び「旭川医科大学における動 

 物実験等に関する取扱細則」に基づき、動物実験計画の立案・審査・承認、飼養保管施設並びに実 

験室の設置申請、成果報告等の実施体制が適正に定められている。 

４）改善の方針 

  現在のところ、特になし 

 

４．安全管理に注意を要する動物実験の実施体制 

（遺伝子組換え動物実験、感染動物実験等の実施体制が定められているか？） 

１）評価結果 

■ 該当する動物実験の実施体制が定められている。 

□ 該当する動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。 

□ 該当する動物実験の実施体制が定められていない。 

□ 該当する動物実験は、行われていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

  「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」 

                                （平成 15年法律第 97号） 

  「旭川医科大学遺伝子組換え実験安全管理規程」（平成 16年旭医大達第 34号） 

  「旭川医科大学遺伝子組換え実験安全管理細則」（平成 16年 4月 1日 学長裁定) 

  「旭川医科大学における動物実験等の実施に関する規程」（平成 19年旭医大達第 15号） 

  「旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則」（平成 19年 12月 20日 学長裁定) 

  「バイオハザード安全対策室の利用に関する要項」 

                   （平成 16年 4月 1日 研究戦略企画委員会委員長裁定） 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

 上記の規程、細則、要項に基づき、遺伝子組換え動物実験、感染動物実験等の実施体制が適正

に定められ、実施されている。 
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４）改善の方針 

   現在のところ、特になし。 

 

５．実験動物の飼養保管の体制 

 （機関内における実験動物の飼養保管施設が把握され、実験動物管理者が置かれているか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

  「旭川医科大学における動物実験等の実施に関する規程」（平成 19年旭医大達第 15号） 

  「旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則」（平成 19年 12月 20日 学長裁定） 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

 管理者並びに実験動物管理者が置かれ、機関内における実験動物の飼養保管施設の全てが 

掌握されている。 

４）改善の方針 

現在のところ、特になし。 

 

６．その他（動物実験の実施体制において、特記すべき取り組み及びその点検・評価結果） 

   該当なし。 

 

Ⅱ．実施状況 

１．動物実験委員会 

 （動物実験委員会は、機関内規程に定めた機能を果たしているか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合し、適正に機能している。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

   動物実験委員会の開催日時および審議内容記録 

   動物実験計画申請・承認書 

   飼養保管施設設置申請・承認書 

   実験室設置申請・承認書 

   教育訓練の実施期間、教育内容、受講者数の記録 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

   動物実験委員会は、機関内規程に定めた機能を果たしており、改善すべき点や問題はない。 
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４）改善の方針 

   現在のところ、特になし。 

 

２．動物実験の実施状況 

 （動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告が実施されているか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合し、適正に動物実験が実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

   動物実験実施者が提出した動物実験計画申請・承認書 

   動物実験委員会の審査、研究戦略企画委員会の審査(＊)、学長の承認 

   動物実験実施者が提出した動物実験成果報告書 

 【(＊)平成 23年 4月 1日から、動物実験施設組織が廃止され、教育研究推進センターに改組・統 

    合されたため、これに伴い動物実験施設運営委員会が廃止となり、研究戦略企画委員会に業

務が移行された。】 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

動物実験計画の立案、審査、承認、結果報告が実施されている。 

４）改善の方針 

   現在のところ、特になし。 

 

３．安全管理を要する動物実験の実施状況 

（当該実験が安全に実施されているか？） 

１）評価結果 

   ■ 該当する動物実験が適正に実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

   □ 該当する動物実験は、行われていない。 

２）自己点検の対象とした資料（安全管理上の事故等があれば、事故記録を対象とする） 

  動物実験計画申請・承認書 

バイオハザード安全対策室利用申込書、バイオハザード安全対策室における実験計画承認申請書 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

   安全管理を要する動物実験は適正に実施されている。 

４）改善の方針 

   現在のところ、特になし。 
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４．実験動物の飼養保管状況 

（実験動物管理者の活動は適切か？ 飼養保管は飼養保管手順書等により適正に実施されている

か？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

   教育訓練の中で各種実験動物の飼育や取扱い（マウス、ラット、ハムスター、スナネズミ、ウ

サギ、ネコ、イヌ、サル、ブタ）について講習を実施している。さらに、動物実験技術支援部

門のホームページにおいて、各種実験動物ごとの飼育管理方法や管理マニュアルを作成し、公

開しており、実験動物管理者の活動は適切であり、飼育保管は適性に実施されている。 

   また、SPF 室、バイオハザード安全対策室、高性能環境制御室の利用者には、利用開始前に講

習会を実施している。 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

   実験動物の使用数及び飼養保管状況報告書が提出されている。 

４）改善の方針 

   現在のところ、特になし。 

 

５．施設等の維持管理の状況 

（機関内の施設等は適正な維持管理が実施されているか？ 修理等の必要な施設や設備に、改善計画

は立てられているか?） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に維持管理されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

   修理等の必要な施設や設備の改善計画 

     施設建物：施設整備費要求書（耐震・改修工事） 

     施設設備：旭川医科大学キャンパスマスタープラン及び概算要求書 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

   施設等の維持管理は、飼養保管施設設置申請・承認書と実験室設置申請・承認書に基づき適正 

な維持管理がなされている。本機関における動物実験の中枢である共同利用施設としての動物実

験技術支援部門は、築後 36 年を経過しており、建物の耐震工事を含めた大幅な改修・増設が予

定されている。現在、計画を立案中であるが、施設としての利便性、安全性を高めるためととも

に動物の愛護と福祉について十分に配慮するように努めている。また、改修にあたり、頻回の部



 

- 6 - 

 

品交換や修理を必要とする大型高圧蒸気滅菌機、エチレンオキサイド滅菌器及び各種飼育装置に

ついても、可能な限り更新したいと考えている。また現在ほとんどの飼育室で使用しているオー

プンラック（S58 年導入）は動物の感染拡大リスクが非常に高い。したがってケージ単位での微

生物学的コントロールが容易に行える個別換気型飼育ラックに順次置き換える必要がある。 

４）改善の方針 

 上記 2）・3）のように改善計画が立てられており、その方針に変更はない。 

 

６．教育訓練の実施状況 

（動物実験実施者、飼養者等に対する教育訓練を実施しているか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

  （1）教育訓練実施記録 

  （2）教育訓練受講済登録申請書 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

 教育訓練は適正に実施されている。 

また平成 26 年度からは新規登録者だけでなく、登録済みの動物実験実施者・飼養者についても

教育訓練の受講対象とした。 

４）改善の方針 

   現在のところ、特になし。 

 

７．自己点検・評価、情報公開 

（基本指針への適合性に関する自己点検・評価、関連事項の情報公開を実施しているか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合し、適正に実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

   ホームページ等で順次情報公開している。 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

   特になし。 

４）改善の方針 

   現在のところ、特になし。 
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８．その他 

（動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果） 

平成 26年度の実績について 

 

1教育訓練の実施と受講者数 

(1) 講習回数 延べ  15回 

(2) 受講者数 延べ  126人（内新規 56人） 

2動物実験実施者、飼養者の新規登録人数  

(1) 動物実験実施者と飼養者の両登録  2人 

(2) 動物実験実施者の単独登録    14人 

(3) 飼養者の単独登録         1人 

3実験室及び飼養保管施設の設置状況 

(1) 実験室 31部局 46室 

(2) 飼養保管施設 17部局 55室 

4動物実験計画申請・承認書の提出・審査 

    37部局   190件 

5第 13回旭川医科大学実験動物慰霊式の実施 

   日時：平成 26年 10月 2日（木） １５：００～ 

   場所：実験実習機器センター棟３階 カンファレンスルーム 

6実験動物の使用数及び飼養保管状況 

(1) 使用数 マウス 20,825匹、ラット 1,933匹、ハムスター 343匹、スナネズミ 1匹、 

ウサギ 0兎、モルモット 13匹、ネコ 32匹、イヌ 3頭、サル 1頭、ブタ 54頭 

(2) 年度末（平成 27年 3月 31日現在）の飼養保管数 

       マウス 7,597匹、ラット 261匹、ハムスター 164匹、スナネズミ 4匹、モルモット

2匹、ウサギ 18兎 、ネコ 12匹、イヌ 9頭、サル 2頭、ブタ 0頭 

7動物実験成果報告 

 （1）提出者   37部局 190件 

 （2）論文    92件 

 （3）総説・著書 12件 

 （4）学会発表  32件 

 （5）特許     4件 

 （6）教育実習・講演・研究費獲得・学位取得等 34件 

 

  ※ 動物実験成果の算出において、より正確性及び透明性を確保する観点から、平成 25 年度よ

り、実験成果報告書の様式を変更した。 

 


